
 

令和８年第２回別府市議会定例会 

議案（条例・その他）の概要 

 

議第３９号 別府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等

に関する条例の一部改正について 

議第４０号 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一

部改正について 

議第４１号 別府市税条例の一部改正について 

議第４２号 別府市税特別措置条例の一部改正について 

議第４３号 別府市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の

一部改正について 

議第４４号 別府市立少年自然の家の設置及び管理に関する条例の廃止について 

議第４５号 別府市介護保険条例の一部改正について 

議第４６号 別府市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

議第４７号 工事請負契約の締結について 

議第４８号 工事請負契約の締結について 

議第４９号 動産の取得について 

議第５０号 動産の取得について 

議第５１号 動産の取得について 

議第５２号 動産の取得について 

議第５３号 指定管理者の指定について 

議第５４号 市長専決処分について 

議第５５号 市長専決処分について 

議第５６号 市長専決処分について 

議第５７号 市長専決処分について 

議第５８号 市長専決処分について 
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議第３９号  

   別府市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関

する条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  予防接種法（昭和２３年法律第６８号）の規定による予防接種以外の予防接

種に係る費用の助成に関する事務を個人番号の独自利用事務とすることに伴い、

条例を改正します。 

２ 議案の内容 

 (1) 個人番号を利用することができる事務に、予防接種法の規定による予防

接種以外の予防接種に係る費用の助成に関する事務であって規則で定める

ものを加えます。（別表第１関係） 

 (2) 予防接種法の規定による予防接種以外の予防接種に係る費用の助成に関

する事務に関し、利用する庁内で保有する特定個人情報を定めます。（別表第

２関係） 

３ 施行期日 公布の日 

４ 担当課 いきいき健幸部健康推進課 

 

議第４０号  

   特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改

正について 

１ 趣旨 

  スポーツ推進委員の報酬の額を見直すことに伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

  スポーツ推進委員の報酬について、下記のとおり改めます。（別表関係） 

 (1) 改正前 

   年額１５，０００円 

 (2) 改正後 

   年額１５，０００円。ただし、あらかじめ市長の指定する職務を行った場

合は、１日につき４，９００円（年間上限２４，５００円）を加算する。 

３ 施行期日 公布の日 

４ 担当課 いきいき健幸部スポーツ推進課  
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議第４１号  

   別府市税条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  地方税法の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）が公布されたことに

伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

 (1) 復興特別所得税の課税期間の延長及び防衛特別所得税の創設に伴う改正

をします。（第３４条の７、附則第７条の４、附則第９条の２関係） 

 (2) 公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出義務の範囲の見直しに伴う

改正をします。（第３６条の３の３関係） 

 (3) 固定資産税の免税点を改正します。（第６３条関係） 

 (4) 特定暗号資産取引に係る課税の見直しに伴う改正をします。（附則第７条

の４、附則第１９条の３関係） 

 (5) 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係

る課税の特例の見直しに伴う改正をします。（附則第１７条の２関係） 

 (6) その他所要の改正をします。 

３ 施行期日 令和９年１月１日。一部は、公布の日、令和９年４月１日、令和

１０年１月１日又は金融商品取引法及び資金決済に関する法律の

一部を改正する法律（公布日未定）の施行の日の属する年の翌々年

の１月１日 

４ 担当課 総務部市民税課、資産税課 

 

議第４２号  

   別府市税特別措置条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  地域再生法第十七条の六の地方公共団体等を定める省令（平成２７年総務省

令第７３号）の一部改正により、地域再生法（平成１７年法律第２４号）に基

づく地方税の課税免除又は不均一課税に伴う減収補塡措置の適用期限が延長さ

れたこと等に伴い、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

 (1) 固定資産税の課税免除又は不均一課税の要件となる認定事業者の認定の

期限を「令和８年３月３１日」から「令和１０年３月３１日」に延長します。

（第３条関係） 

 (2) 固定資産税の課税免除又は不均一課税の対象となる減価償却資産の範囲
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を明確化します。（第３条関係） 

３ 施行期日 公布の日 

４ 担当課 総務部資産税課 

 

議第４３号  

   別府市立学校の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例の一部

改正について 

１ 趣旨 

  義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例（昭和

４６年大分県条例第３８号）の一部改正に伴い、大分県県費負担学校職員の例

によることとしていた教職調整額の支給額を明記するため、条例を改正します。 

２ 議案の内容 

  教職調整額を給料月額の１００分の４に相当する額とします。（第２条関係） 

３ 施行期日 公布の日 

４ 担当課 教育部教育政策課 

 

議第４４号  

   別府市立少年自然の家の設置及び管理に関する条例の廃止について 

１ 趣旨 

  別府市立少年自然の家「おじか」を廃止することに伴い、条例を廃止します。 

２ 施行期日 公布の日 

３ 担当課 教育部社会教育課 

 

議第４５号  

   別府市介護保険条例の一部改正について 

１ 趣旨 

  介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号）の一部改正に伴う令和８年

度の介護保険料の特例的な減免に係る申請を不要とするため、条例を改正しま

す。 

２ 議案の内容 

  令和８年度の介護保険料の特例的な減免に係る申請を不要とします。（附則

第８条関係） 

３ 施行期日 公布の日 

４ 担当課 市民福祉部高齢者福祉課 
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議第４６号  

   別府市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 

１ 趣旨 

非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令（昭和３１年政令第３

３５号）の一部改正により、葬祭補償の額が改定されたことに伴い、条例を改

正します。 

２ 議案の内容 

消防団員等が公務等により死亡した場合における葬祭補償の定額部分の額を

３１５，０００円から３３０，０００円に改めます。（第１８条関係） 

３ 施行期日 公布の日 

４ 担当課 消防本部総務課  

 

議第４７号  

   工事請負契約の締結について 

１ 趣旨 

  工事請負契約の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（平成２年別府市条例第１７号）第２条の規定により、議

会の議決を求めるものです。 

２ 議案の内容 

 (1) 契約の目的  別府市総合体育館空気調和設備改修工事 

 (2) 契約の方法  要件設定型一般競争入札による契約 

 (3) 契約の金額  ３０２，２８０，０００円 

          （うち消費税及び地方消費税２７，４８０，０００円） 

 (4) 契約の相手方   信和・亀川設備工業建設工事共同企業体 

              別府市千代町６番３号 

               株式会社信和 

                代表取締役 清家 和子 

              別府市亀川東町１７番２０号 

               亀川設備工業株式会社 

                代表取締役 河村 耕一 

３ 担当課 いきいき健幸部スポーツ推進課 
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議第４８号  

   工事請負契約の締結について 

１ 趣旨 

  工事請負契約の締結について、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又

は処分に関する条例（平成２年別府市条例第１７号）第２条の規定により、議

会の議決を求めるものです。 

２ 議案の内容 

 (1) 契約の目的  別府市立少年自然の家「おじか」解体工事 

 (2) 契約の方法  要件設定型一般競争入札による契約 

 (3) 契約の金額  ３３４，８６７，７６４円 

          （うち消費税及び地方消費税３０，４４２，５２４円） 

 (4) 契約の相手方   浦松・三光建設工事共同企業体 

              別府市鶴見一丁目１７番６号 

               株式会社浦松建設 

                代表取締役 平野 英太郎 

              別府市末広町４番５号 

               三光建設工業株式会社 

                代表取締役 北村 秀敏 

３ 担当課 教育部社会教育課 

 

第４９号～第５２号  

   動産の取得について 

１ 趣旨 

  動産を買い入れることについて、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得

又は処分に関する条例第３条の規定により、議会の議決を求めます。 

２ 取得動産、契約金額、契約の相手方等 

議案 

番号 
取得動産 契約金額 契約の相手方 担当課 

４９ 
小型動力ポンプ

付積載車 ４台 

63,184，000 円 

（うち消費税及び

地 方 消 費 税

5,744,000 円） 

大分市長浜町二丁目２番３２号 

株式会社消防防災大分本店 

本店長 葛城 繁利 

消防本部 

総務課 
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５０ 

３５ｍ級伸縮水

路付先端屈折式

はしご付消防ポ

ンプ自動車  １

台 

275,000，000 円 

（うち消費税及び

地 方 消 費 税

25,000,000 円） 

大分市住吉町二丁目６番３４号 

新日本消防設備株式会社 

代表取締役 中野 裕之 

消防本部 

警防課 
５１ 

災害対応特殊水

槽付消防ポンプ

自動車（Ｉ―Ａ

型） １台 

90,530，000 円 

（うち消費税及び

地 方 消 費 税

8,230,000 円） 

大分市住吉町二丁目６番３４号 

新日本消防設備株式会社 

代表取締役 中野 裕之 

５２ 
高規格救急自動

車 １台 

28,446，000 円 

（うち消費税及び

地 方 消 費 税

2,586,000 円） 

大分市二又町三丁目３番１号 

日産プリンス大分販売株式会

社営業支援部 

課長 朝久野 正美 

 

議第５３号  

   指定管理者の指定について 

１ 趣旨 

  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定に基づ

き、指定管理者に公の施設の管理を行わせることについて、同条第６項の規定

により議会の議決を求めます。 

２ 指定管理者に管理を行わせようとする公の施設 

  (1) 別府市中央公民館 

  (2) 別府市市民会館 

３ 指定管理者となる団体 

  東京都千代田区大手町二丁目３番１号 

日本郵便株式会社 

４ 指定期間 令和９年４月１日から令和１４年３月３１日まで 

５ 担当課 教育部社会教育課 

 

議第５４号～第５５号  

   市長専決処分について 

１ 趣旨 

  国の補正予算による地域未来交付金を活用し、新湯治・ウェルネス事業の推

進に係る経費を令和７年度予算に計上し、及び令和８年度予算を減額するため、

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、市長において専決処分したので、

同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求めます。 
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２ 議案の内容 

 (1) 処分事項 議第５４号 令和７年度別府市一般会計補正予算（第８号） 

         議第５５号 令和８年度別府市一般会計補正予算（第１号） 

 (2) 処分年月日 令和８年３月３１日 

３ 担当課 観光・産業部観光課、温泉課、産業政策課、こども部こども家庭課、

いきいき健幸部健康推進課、市長公室新湯治・ウェルネス推進室 

 

議第５６号 

   市長専決処分について 

１ 趣旨 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）が令和８年３月３

１日に公布され、同年４月１日から施行されたことに伴い、関係条例の改正を

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、市長において専決処分しました

ので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求めます。 

２ 議案の内容 

 (1) 処分事項 令和８年別府市条例第１７号 

         別府市税条例の一部を改正する条例 

 (2) 処分年月日 令和８年３月３１日 

 (3) 主な改正内容 

ア 軽自動車税の環境性能割が廃止されることに伴う所要の改正をします。 

イ 一定の発電設備に係る固定資産税の課税標準の特例措置について、地方

税法（昭和２５年法律第２２６号）に定める参酌基準の改定に合わせて改

めます。（附則第１０条の２関係） 

ウ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律（平成１８年法

律第９１号）に規定する特別特定建築物に該当する一定の家屋のうち、主

として実演芸術の公演の用に供する施設であることにつき証明がされたも

のであること等の一定の要件を満たすものに係る固定資産税の減額割合に

ついて、地方税法に定める参酌基準に合わせ３分の１と定めます。（附則第

１０条の２関係） 

 (4) 施行期日 令和８年４月１日 

３ 担当課 総務部市民税課、資産税課 
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議第５７号  

   市長専決処分について 

１ 趣旨 

  地方税法等の一部を改正する法律（令和８年法律第２号）が令和８年３月３

１日に公布され、同年４月１日から施行されたことに伴い、関係条例の改正を

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、市長において専決処分しました

ので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求めます。 

２ 議案の内容 

 (1) 処分事項 令和８年別府市条例第１８号 

         別府市都市計画税条例の一部を改正する条例 

 (2) 処分年月日 令和８年３月３１日 

 (3) 主な改正内容 

   高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律に規定する特別特

定建築物に該当する一定の家屋のうち、主として実演芸術の公演の用に供す

る施設であることにつき証明がされたものであること等の一定の要件を満

たすものに係る都市計画税の減額割合について、地方税法に定める参酌基準

に合わせ３分の１と定めます。（附則第７条関係） 

 (4) 施行期日 令和８年４月１日 

３ 担当課 総務部資産税課 

 

議第５８号  

   市長専決処分について 

１ 趣旨 

  地方税法施行令等の一部を改正する政令（令和８年政令第８３号）が令和８

年３月３１日に公布され、同年４月１日から施行されたことに伴い、関係条例

の改正を地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、市長において専決処分

しましたので、同条第３項の規定により議会に報告し、その承認を求めます。 

２ 議案の内容 

 (1) 処分事項 令和８年別府市条例第１９号 

         別府市国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 (2) 処分年月日 令和８年３月３１日 

 (3) 主な改正内容 

  ア 基礎課税額に係る課税限度額を６７万円（改正前６６万円）に引き上げ

ます。（第３条関係） 
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  イ 子ども・子育て支援納付金課税額に係る課税限度額を３万円に設定しま

す。（第３条関係） 

  ウ 子ども・子育て支援納付金課税額の均等割額について、１８歳未満は全

額を減額し、１８歳以上は「１８歳以上被保険者均等割額」として１００

円を定めます。（第１３条の４、第２５条関係） 

  エ 低所得者に対し被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減額する基準に

ついて、５割減額の対象となる所得の算定において被保険者等の数に乗ず

べき金額を３１万円（改正前３０万５千円）に、２割減額の対象となる所

得の算定において被保険者等の数に乗ずべき金額を５７万円（改正前５６

万円）に引き上げます。（第２５条関係） 

 (4) 施行期日 令和８年４月１日 

３ 担当課 いきいき健幸部保険年金課 


